
 

 

 

 

 

 
 
 
 

「千葉市気候危機行動宣言」を発出します！ 

～これからの１００年に向けて、この豊かな「郷土 千葉市」を将来世代に繋いでいくために～ 

 

千葉市では、地球規模で直面している気候危機を、市民、団体、企業、大学、行政などの

様々な主体が共有し、将来世代へ持続可能な社会を繋いでいくため、気候危機に立ち向かう

行動を進めていくことを目的とし、本日「千葉市気候危機行動宣言」を発出しますので、 

お知らせします。 

 

１ 趣旨・経緯 

近年、日本を含め世界では、猛暑や豪雨など温暖化が原因とされる災害が多発しており、

もはや気候変動は、私たちの生存基盤を揺るがす気候危機という状況にあります。 

この地球規模で直面している気候危機に立ち向かい、次世代へ持続可能な社会を繋いで

いくために、二酸化炭素排出量の抑制に向けた「緩和」と気候変動による影響への「適応」

の二つの側面で行動を進めるとともに、様々な主体に対して連携・協力を呼びかけるメッ

セージを発信することで、気候危機の意識を共有し、行動に移すことを促します。 

 

２ 内容（※詳細は別紙参照） 

（１） 消費エネルギーの削減や再生可能エネルギーの創出に加え、再生可能エネルギー由来 

電力の活用を進めることにより、２０５０年の二酸化炭素排出量実質ゼロを目指します。 

（２） 気候変動による自然災害や健康被害などの影響への適応策に取り組み、市民の生命・ 

生活・安全がおびやかされることのないまちを目指します。 

（３） 気候変動への危機意識を共有し、自ら行動を起こすことにより、将来世代も安心して 

暮らせる持続可能なまちを目指します。 

 

３ 発出日・周知方法 

（１） 発出日 

令和２年１１月２０日（金） 

（２） 市ホームページ等で周知 

  ア 市ホームページ 

【URL】 

 https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/ondanka/kikokikikodosengen.html 
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